
鈴鹿市選挙管理委員会告示第１５号 

令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場

を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条の２第１項の規定により別紙

のとおり設置したので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年１０月１０日 

鈴鹿市選挙管理委員会委員長 宮 﨑 由 美 子 
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